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国立大学法人弘前大学学術指導取扱規程 新旧対照表 
 
改正理由：産学連携制度における、共同研究、受託研究、受託事業、学術指導について、受入れ等及び完了報告の事務手続きに係る負担軽減や業務の

効率化・迅速化を図るため、関係規程等について所要の改正を行う。 
改正後 現行 

（事前協議） （申込み） 
第5条 部局長は、学術指導を受入れようとするときは、その内容につ

いて委託者と協議しなければならない。 
第5条 委託者は、学術指導申込書（様式第1号。以下「申込書」とい

う。）を、原則として学術指導を開始する1か月前までに学術指導者
の所属する部局長に提出するものとする。 

  
（受入れの決定） （受入れの決定） 

第6条 学術指導の受入れの決定は、前条の協議に基づき、部局長が行
う。 

第6条 部局長は、前条の申込みがあったときは、受入れについて決定
するものとする。 

 （削る） 2 部局長は、学術指導の受入れを決定したときは、学術指導受入（変
更）決定通知書（様式第2号。以下「受入（変更）決定通知書」とい
う。）により、契約担当役（国立大学法人弘前大学会計規則（平成16
年規則第8号。以下「会計規則」という。）第7条第1項第2号に規定す
る契約担当役をいう。以下同じ。）に通知するものとする。この場合
において、受入決定通知書には、申込書の写しその他必要な資料を添
付するものとする。 

 （削る） 3 契約担当役は、必要に応じ、書面により契約を締結することができ
る。この場合において、部局長は、当該書面の原案を作成するものと
する。 
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（契約の締結） （受入の通知） 

第7条 契約担当役は、前条の部局長による当該学術指導の受入れの決
定に基づき、学術指導の契約を締結するものとする。 

第7条 契約担当役は、申込書を受領したときは、その旨を学術指導受
入承諾通知書（様式第3号）により申込みを行った委託者に通知する
ものとする。ただし、書面により契約を締結することとなる場合は、
この限りでない。 

 （削る） 2 契約担当役は、契約を締結したときは、その旨を学術指導契約済等
通知書（様式第4号）により学術指導者の所属する部局長に通知する
ものとする。 

  
（設備の帰属等）  
第9条 学術指導に要する経費により取得した設備は、原則として本学に

帰属するものとする。 
（新設） 

2 部局長は、学術指導の遂行上必要があると認めるときは、委託者の所
有に係る設備を受入れ、当該学術指導の用に供することができるもの
とする。 

 

  
（学術指導の変更等） （学術指導の中止、期間延長） 

第10条 学術指導者は、当該学術指導の中止、期間変更その他学術指導
契約の変更（以下「変更等」という。）を行う必要が生じたときは、
直ちに部局長に報告し、その指示を受けるものとする。 

第9条 学術指導者は、当該学術指導を中止し、又はその期間を延長す
る必要が生じたときは、直ちに部局長に報告し、その指示を受けるも
のとする。 

2 部局長は、前項の報告があったときは、委託者と必要な事項につい
て協議の上、当該学術指導の変更等を決定するものとする。 

2 部局長は、前項の報告があったときは、学術指導上やむを得ないと
認めた場合に限り、当該学術指導の中止又は期間の延長を決定するも
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のとする。 
3 契約担当役は、前項の部局長による当該学術指導の変更等の決定に

基づき、契約の解除又は変更を行うものとする。 
3 部局長は、前項の決定をしたときは、契約担当役に受入（変更）決

定通知書（様式第2号）により通知するものとする。 
  
第11条～第15条 （略） 第10条～第14条 （略） 
  

（学術指導の完了報告） （学術指導の完了報告） 
第16条 （削る） 第15条 学術指導者は、学術指導が終了したときは、遅滞なくその旨を

部局長に報告しなければならない。 
 学術指導者は、完了届を部局長の承認を経て契約担当役に提出するも

のとする。 
2 部局長は、前項の報告を受けて、学術指導完了届（様式第5号）を契

約担当役に提出するものとする。 
  
第17条 （略） 第16条 （略） 
  

（知的財産権の取扱い） （知的財産権の取扱い） 
第18条 第11条から第14条までに定めるもののほか、学術指導の結果生

じた知的財産権の取扱いについては、知的財産取扱規程の定めるとこ
ろによる。 

第17条 第10条から第13条までに定めるもののほか、学術指導の結果生
じた知的財産権の取扱いについては、知的財産取扱規程の定めるとこ
ろによる。 

  
第19条・第20条 （略） 第18条・第19条 （略） 
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附 則  
 この規程は、令和8年4月1日から施行する。  
  

  
（削る） 様式第1号（第5条関係） 
 （略） 
（削る） 様式第2号（第6条、第9条関係） 
 （略） 
（削る） 様式第3号（第7条関係） 
 （略） 
（削る） 様式第4号（第7条関係） 
 （略） 
（削る） 様式第5号（第15条関係） 
 
 

（略） 
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